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                  （総務文教委員長報告） 
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国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする 

意見書の採択を求める陳情            （総務文教委員長報告）  

日程第18 発委第１号 議会広報編集調査特別委員会の設置 

 

日程第19 閉会中の継続事件 
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令和元年６月１９日（第４日） 

開議 １３時００分  

○議長 星 正彦君  

 これから本日の会議を開きます。  

 これより日程に入ります。  

 日程はお手元に配布のとおりです。  

日程第１ 議案第２９号から日程第７ 議案第４２号までの７件を一括して議題としま

す。 

本案は、民生産業委員会に付託していましたので、民生産業委員長の審査報告を求めます。 

須山民生産業委員長。  

○１３番 須山 由紀生君  

 民生産業委員会の議案審査報告をいたします。  

 議案第２９号 専決処分の承認（鞍手町国民健康保険税条例の一部を改正する条例）。  

 議案第３７号 専決処分の承認（平成３０年度鞍手町住宅新築資金等特別会計補正予算第

１号）。 

 本委員会は、６月１２日に付託された上記の議案を審査の結果、いずれも原案を承認すべ

きものと決定したので、会議規則第７６条の規定により報告します。  

 次に、議案第３０号 鞍手町森林環境譲与税基金条例。  

 議案第３３号 鞍手町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例。  

 議案第３４号 鞍手町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例。  

 議案第３５号 鞍手町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例。  

 議案第４２号 令和元年度鞍手町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）。  

 本委員会は、６月１２日に付託された上記の議案を審査の結果、いずれも原案を可決すべ

きものと決定したので、会議規則第７６条の規定により報告します。  

○議長 星 正彦君  

 これから、委員長報告に対する質疑を行います。  

 議案第２９号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

次に、議案第３７号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第３０号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  
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 次に、議案第３３号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第３４号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第３５号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第４２号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

 議案第２９号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第３７号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第３０号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第３３号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第３４号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第３５号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第４２号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 これから採決を行います。  

 議案第２９号 専決処分の承認（鞍手町国民健康保険税条例の一部を改正する条例）を採
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決します。 

 本案に対する委員長の報告は承認であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

 挙手多数です。よって議案第２９号は委員長報告のとおり承認されました。  

 次に、議案第３７号 専決処分の承認（平成３０年度鞍手町住宅新築資金等特別会計補正

予算第１号）を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は承認であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

 挙手多数です。よって議案第３７号は委員長報告のとおり承認されました。   

 次に、議案第３０号 鞍手町森林環境譲与税基金条例を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

 挙手多数です。よって議案第３０号は委員長報告のとおり可決されました。  

 次に、議案第３３号 鞍手町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例を

採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

 挙手多数です。よって議案第３３号は委員長報告のとおり可決されました。  

 次に、議案第３４号 鞍手町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を採

決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

 挙手多数です。よって議案第３４号は委員長報告のとおり可決されました。  

 次に、議案第３５号 鞍手町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

 挙手多数です。よって議案第３５号は委員長報告のとおり可決されました。  

 次に、議案第４２号 令和元年度鞍手町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）を

採決します。 
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 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

 挙手多数です。よって議案第４２号は委員長報告のとおり可決されました。  

 次に進みます。  

 日程第８ 議案第２８号から日程第１６ 議案第４３号までの９件を一括して議題としま

す。 

 本案は、総務文教委員会に付託していましたので、総務文教委員長の審査報告を求めます。  

篠原総務文教委員長。  

○６番 篠原 哲哉君  

 総務文教委員会の議案審査報告をいたします。  

 議案第２８号 専決処分の承認（鞍手町税条例の一部を改正する条例）。  

 議案第３６号 専決処分の承認（平成３０年度鞍手町一般会計補正予算第８号）。  

 議案第３８号 専決処分の承認（平成３０年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計補

正予算第４号）。  

 議案第３９号 専決処分の承認（平成３０年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計補

正予算第５号）。  

 議案第４０号 専決処分の承認（平成３０年度地方独立行政法人くらて病院貸付金等特別

会計補正予算第１号）。  

 本委員会は、６月１２日に付託された上記の議案を審査の結果、原案を承認すべきものと

決定したので、会議規則第７６条の規定により報告します。  

 次に、議案第３１号 鞍手駅関連施設設置及び管理運営に関する条例の一部を改正する条

例。 

 議案第３２号 鞍手町税条例等の一部を改正する条例。  

 議案第４３号 鞍手町工場等設置奨励に関する条例に基づく令和元年度固定資産税の課税

免除。 

 本委員会は、６月１２日に付託された上記の議案を審査の結果、いずれも原案を可決すべ

きものと決定したので、会議規則第７６条の規定により報告します。  

 次に、議案第４１号 令和元年度鞍手町一般会計補正予算（第１号）。  

 本委員会は、６月１２日に付託された上記の議案を審査の結果、質疑を行った後田中委員、

及び添田委員から、原案に対する修正案が提出されました。  

尚、修正案についての説明をしたいと思いますので別紙をご覧下さい。  

今回の修正案の内容ですが、本会議の議案審査でも指摘されましたように、まず歳出にお

いて４枚目をご覧下さい。  

２款 総務費で計上されている「みんなのまちづくり懇談会費」にかかる経費について２

０万円を減額し、またあわせて歳入において、３枚目をお願いします。１９款 繰入金で歳
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出の減額に伴う減額を行うものとするものです。  

等委員会では、第４１号に対する修正案を原案と合わせて議題とし、修正案提出者から提

案説明を聴取した後、まず修正案について採決を行った結果、賛成多数により可決すべきも

のと決し、更に修正部分を除く原案について採決を行った結果、全会一致を持って可決すべ

きものと決したので、会議規則第７６条の規定により報告します。  

尚、修正案の提案理由についても参考資料としてお付けしておりますのでお目通し下さい。 

以上で報告を終わります。  

○議長 星 正彦君  

 これから、委員長報告に対する質疑を行います。  

 議案第２８号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第３６号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第３８号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第３９号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第４０号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第３１号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第３２号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第４１号の修正案について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、修正部分を除く原案について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  
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 次に、議案第４３号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

議案第２８号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第３６号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第３８号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第３９号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第４０号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第３１号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第３２号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第４１号の修正案について、討論はありませんか。  

 栗田美和君。 

○９番 栗田 美和君  

 町長の方から説明が、田中議員の方から質問があったわけですが、それに対して町長の方

からかたくなにと言ったら失礼ですが、思いを十分述べられたとは思うのですが、これが修

正のまま原案が修正されてこういう形で進んでおりますが、これは町長にもう一度、そこは

納得されているのかどうかそこを聞いてもいいのでしょうか。それはできないのでしょうか。 

○議長 星 正彦君  

 それはできません。  

○９番 栗田 美和君  

できないのですか、分かりました。ちょっと納得できないところがあるので。以上です。 
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○議長 星 正彦君  

 他に討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、修正部分を除く原案について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第４３号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 これから採決を行います。  

 議案第２８号 専決処分の承認（鞍手町税条例の一部を改正する条例）を採決します。 

本案に対する委員長の報告は承認であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第２８号は委員長報告のとおり承認されました。   

 次に、議案第３６号 専決処分の承認（平成３０年度鞍手町一般会計補正予算第８号）を

採決します。 

本案に対する委員長の報告は承認であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第３６号は委員長報告のとおり承認されました。   

 次に、議案第３８号 専決処分の承認（平成３０年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別

会計補正予算第４号）を採決します。  

本案に対する委員長の報告は承認であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第３８号は委員長報告のとおり承認されました。   

 次に、議案第３９号 専決処分の承認（平成３０年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別

会計補正予算第５号）を採決します。  

本案に対する委員長の報告は承認であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第３９号は委員長報告のとおり承認されました。   

 次に、議案第４０号 専決処分の承認（平成３０年度地方独立行政法人くらて病院貸付金

等特別会計補正予算第１号）を採決します。  
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本案に対する委員長の報告は承認であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第４０号は委員長報告のとおり承認されました。   

 次に、議案第３１号 鞍手駅関連施設設置及び管理運営に関する条例の一部を改正する条

例を採決します。  

本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第３１号は委員長報告のとおり可決されました。   

 次に、議案第３２号 鞍手町税条例等の一部を改正する条例を採決します。  

本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第３２号は委員長報告のとおり可決されました。   

 次に、議案第４１号 令和元年度鞍手町一般会計補正予算（第１号）を採決します。  

本案に対する委員長の報告は修正であります。  

まず、修正案について採決します。  

本、修正案について賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって修正案は可決されました。  

次に、只今修正議決した部分を除く原案について採決します。  

修正議決した部分を除く原案について賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって修正議決した部分を除く原案は可決されました。  

 次に、議案第４３号 鞍手町工場等設置奨励に関する条例に基づく令和元年度固定資産税

の課税免除を採決します。  

本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第４３号は委員長報告のとおり可決されました。   

 次に、日程第１７ 陳情第２号を議題とします。  

本陳情は、総務文教委員会に付託していましたので、総務文教委員長の審査報告を求めま

す。  

篠原総務文教委員長。  

○６番 篠原 哲哉君  
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 陳情第２号 辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、

国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決すべきとする意見

書の採択を求める陳情。  

 本委員会は、６月５日に付託された上記の陳情を審査の結果採択とし、別紙意見書案を  

関係機関に送付すべきものと決定したので、会議規則第９４条の規定により報告します。  

○議長 星 正彦君  

 これから委員長報告に対する質疑を行います。  

 陳情第２号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

 陳情第２号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 これから採決を行います。  

陳情第２号 辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、

国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決すべきとする意見書の採択を求め

る陳情を採決します。  

本案に対する委員長の報告は採択であります。  

本案を採択することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって陳情第２号は採択することに決定しました。  

次に、日程第１８ 発委第１号 議会広報編集調査特別委員会の設置を議題とします。  

提案理由の説明を求めます｡ 

田中議会運営委員長。 

○３番 田中 二三輝君  

 発委第１号 議会広報編集調査特別委員会の設置。  

 次のとおり議会広報編集調査特別委員会を設置するものとする。  

 令和元年６月１９日提出。  

 議会運営委員会委員長 田中二三輝。 

 名称、議会広報編集調査特別委員会。  

 設置の根拠、地方自治法第１０９条及び鞍手町議会委員会条例第４条。  

 目的、議会広報の編集及び調査研究。  

 委員の定数、６人。  

 提案理由 

 議会の活動状況を広く住民に周知し、議会と町政に対する理解を深めるため、議会だより
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の編集及び広報活動の調査研究をするための、鞍手町議会会議規則第１３条第３項の規定に

基づき提案するものである。  

○議長 星 正彦君  

 お諮りします。  

 発委第１号は、質疑討論を省略して直ちに採決に入りたいと思います。  

 これにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

 ご異議なしと認めます。よって発委第１号は質疑討論を省略します。  

 これから採決を行います。  

 発委第１号 議会広報編集調査特別委員会の設置を採決します。  

 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

 挙手多数です。よって発委第１号は原案のとおり可決されました。  

 只今より名簿を配付します。  

（「名簿」事務局より配付）  

 お諮りします。  

 只今設置されました議会広報編集調査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第

５条の規定によって、只今お手元に配りました名簿のとおり指名したいと思います。  

 これにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

 ご異議なしと認めます。よって議会広報編集調査特別委員会の委員は、お手元に配りまし

た名簿のとおり選任することに決定しました。  

 これにより、委員長、副委員長の互選のためしばらく休憩します。  

休憩１３時２９分 

再開１３時４１分  

○議長 星 正彦君  

 会議を再開します。  

 特別委員会正副委員長の互選の結果を局長より報告いたします。  

○議会事務局長 武谷 朋視君  

 それでは、ご報告いたします。  

 委員長には野口美恵子議員。  

 副委員長には西藤典子議員。  

 以上でございます。  

○議長 星 正彦君  

 以上のように決定しました。  

 次に進みます。  
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 日程第１９ 閉会中の継続事件を議題とします。  

 各委員長から目下審査する事件について、会議規則第７４条の規定に基づきお手元に配布

しましたとおり、閉会中の継続審査の申し出があっております。  

 お諮りします。  

 各委員長の申し出のとおり継続審査することにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

 ご異議なしと認めます。よって各委員長から申し出のとおり継続審査することに決定しま

した。 

 これをもって、本日の日程は全部終了しました。  

 これをもって、令和元年第４回定例会を閉会します。  

閉会１３時４２分 
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